
施設開放 暖房器具の使用について

仙台市立田子中学校

施設開放管理運営委員会

（使用の手続きについて）

１ 暖房器具を使用する際は その使用する期間を施設開放運営委員長及び 施設管理者 校、 （

長）に届け出ること。

（暖房器具について）

１ 暖房器具は各利用団体所有のものを使用すること。

２ 暖房器具は常に点検し、機能の安全性を保持すること。

３ 使用時以外は、定められた場所に保管すること。

４ 使用期間終了後は、暖房器具は持ち帰ること。

（燃料について）

１ 燃料は使用団体が準備すること。

２ 給油の際は、使用に必要な分量を持参し、残量は持ち帰ること。

※ 施設内に燃料をおかないこと。

（火気管理日誌及び入火・消火について）

１ 暖房器具の管理及び入火・消火は責任者が行うこと。

２ 暖房器具の周囲には可燃物等は置かないこと。

３ 暖房器具を使用する際は、火気点検を行い「火気管理日誌」に記入すること。

４ 「火気管理日誌」所定の場所に保管すること。

（施設設備について）

１ 施設設備を損傷した場合は、これを現状に復し、または、損害を弁償すること。

その際は、施設利用日誌に詳細に記入し、直ちに学校に報告すること。


